
平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

四

二

七

号

再
就
職
等
監
視
委
員
会
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

馬

淵

澄

夫

427



再
就
職
等
監
視
委
員
会
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
総

理
大
臣
が
承
認
す
る
権
限
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
は
再
就
職
等
監
視
委
員
会
に
委
任
す
る
こ
と
な
く
行
使
で
き
る
か
。

二

前
記
改
正
法
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
七
に
定
め
る
再
就
職
等
監
視
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員

が
、
同
法
第
百
六
条
の
八
に
よ
る
任
命
が
行
わ
れ
ず
、
欠
い
た
ま
ま
で
各
府
省
職
員
は
離
職
後
の
職
員
等
の
再
就
職
の
あ
っ

せ
ん
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
。

三

再
就
職
等
監
視
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員
を
欠
い
た
ま
ま
で
再
就
職
等
監
視
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

右
質
問
す
る
。


